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(57)【要約】
【課題】同じ場所と時間に会った複数の人物の情報を容
易に記録管理する。
【解決手段】撮像装置１００に、撮像部１により生成さ
れた集合写真の画像データから複数の人物の顔を検出し
て複数の顔の顔画像データを生成する処理と、複数の顔
画像データを同一のグループとして記録する処理と、同
一のグループとして記録されている複数の顔画像データ
を利用した顔画像データ利用処理の実行が指示されてい
ると判定されると、複数の顔画像データに基づいて顔画
像データ利用処理を実行する処理とを行うＣＰＵ７１を
備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の人物を一度に撮像して画像データを生成する人物撮像手段と、
　前記人物撮像手段により生成された前記画像データから前記複数の人物の顔を検出する
顔検出手段と、
　前記顔検出手段により検出された複数の顔の顔画像データを生成する顔画像データ生成
手段と、
　前記顔画像データ生成手段により生成された複数の顔画像データを同一のグループとし
て記録する顔画像データ記録手段と、
　前記顔画像データ記録手段に前記同一のグループとして記録されている前記複数の顔画
像データを利用した顔画像データ利用処理の実行が指示されているか否かを判定する実行
指示判定手段と、
　前記実行指示判定手段により前記顔画像データ利用処理の実行が指示されていると判定
されると、前記複数の顔画像データに基づいて前記顔画像データ利用処理を実行する処理
実行手段と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記複数の人物の名刺を撮像して名刺画像データを生成する名刺撮像手段を備え、
　前記処理実行手段は、
　前記顔画像データ利用処理として、前記顔画像データ記録手段に前記同一のグループと
して記録されている前記複数の顔画像データの各々に対応付けて前記名刺撮像手段により
生成された同一人の前記名刺画像データを前記グループ毎に一括して登録する人物登録処
理を行う人物登録手段を備えることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記処理実行手段は、
　前記名刺撮像手段による前記複数の人物の名刺の撮像の際に、当該撮像の案内を行う撮
像案内手段を備え、
　前記人物登録手段は、前記撮像案内手段による撮像の案内に従って前記名刺撮像手段に
より撮像され生成された前記複数の名刺画像データと当該名刺画像データの各々に対応す
る顔画像データを、前記撮像案内手段による撮像の案内の内容に基づいて登録することを
特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記撮像案内手段は、前記名刺撮像手段により前記複数の人物の名刺を一度に撮像する
際に、当該複数の名刺の配置を案内し、
　前記処理実行手段は、
　前記撮像案内手段による撮像の案内に従って前記名刺撮像手段により一度に撮像され生
成された前記複数の名刺に係る複数名刺画像データから各名刺毎に個別の名刺画像データ
を生成する名刺画像データ個別生成手段を備え、
　前記人物登録手段は、前記名刺画像データ個別生成手段により生成された前記複数の名
刺画像データと当該名刺画像データの各々に対応する顔画像データを、前記撮像案内手段
による撮像の案内に係る前記名刺の配置に基づいて登録することを特徴とする請求項３に
記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記撮像案内手段は、前記名刺撮像手段により前記複数の人物の名刺を複数回に分けて
撮像する際に、当該複数の名刺の撮像順を案内し、
　前記人物登録手段は、前記撮像案内手段による撮像の案内に従って前記名刺撮像手段に
より複数回に分けて撮像され生成された前記複数の名刺画像データと当該名刺画像データ
の各々に対応する顔画像データを、前記撮像案内手段による撮像の案内に係る前記名刺の
撮像順に基づいて登録することを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項６】
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　前記処理実行手段は、
　前記人物登録手段により対応付けて登録されている前記名刺画像データ及び前記顔画像
データに基づいて、名刺画像の所定位置に顔画像を配置して顔画像付き名刺画像データを
生成する顔画像付き名刺画像データ生成手段を備えることを特徴とする請求項２に記載の
撮像装置。
【請求項７】
　前記顔画像付き名刺画像データ生成手段は、
　前記顔画像付き名刺画像データを生成する際に、名刺画像の所定位置に顔画像を配置す
る領域が無い場合には、更に、前記名刺画像データに基づいて、前記名刺の文字を認識し
て文字データを生成し、この生成された文字データと前記顔画像データを配置して顔画像
付き名刺画像データを生成することを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記名刺撮像手段により生成された前記名刺画像データに基づいて、前記名刺の文字を
認識して文字データを生成する文字データ生成手段を備え、
　前記人物登録手段は、前記顔画像データ記録手段に記録されている前記複数の顔画像デ
ータのうちの同一人の顔画像データと、前記文字データ生成手段により生成された前記文
字データとを対応付けて登録することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記顔画像データ記録手段は、前記人物撮像手段により生成された前記画像データと、
前記顔画像データ生成手段により生成された前記複数の顔画像データを関連付けて記録す
ることを特徴とする請求項１～８の何れか一項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記人物撮像手段により生成された前記複数の人物に係る画像データに対して圧縮処理
を施すデータ圧縮手段を備え、
　前記顔画像データ生成手段は、前記人物撮像手段により生成され前記データ圧縮手段に
より前記圧縮処理が施される前の前記画像データに基づいて、前記顔画像データを生成し
、
　前記顔画像データ記録手段は、前記人物撮像手段により生成され前記データ圧縮手段に
より前記圧縮処理が施された後の前記画像データと、前記顔画像データ生成手段により生
成された複数の顔画像データを関連付けて記録することを特徴とする請求項１～９の何れ
か一項に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　複数の人物を一度に撮像して画像データを生成する人物撮像手段と、
　前記人物撮像手段により生成された前記画像データから前記複数の人物の顔を検出する
顔検出手段と、
　前記顔検出手段により検出された複数の顔の顔画像データを生成する顔画像データ生成
手段と、
　前記複数の人物の名刺を撮像して名刺画像データを生成する名刺撮像手段と、
　前記顔画像データ生成手段により生成された前記複数の顔画像データの各々に対応付け
て前記名刺撮像手段により生成された同一人の前記名刺画像データを記録する記録制御手
段と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項１２】
　被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と、
　前記撮像手段により生成された前記画像データから人物の顔を検出する顔検出手段と、
　前記顔検出手段により検出された人物の顔部分を前記画像データ内より切り取って顔画
像データを生成する顔画像データ生成手段と、
　前記顔画像データ生成手段により生成された顔画像データを記録する顔画像データ記録
手段と、
　前記顔検出手段により検出された顔が複数であるか否かを判定する判定手段と、
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　前記判定手段により複数であると判定された場合は、前記顔画像データ生成手段により
生成された複数の顔画像データと前記撮像手段により生成された前記画像データとを関連
付けて記録する記録制御手段と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項１３】
　複数の人物を一度に撮像して画像データを生成する人物撮像手段を備える撮像装置に、
　前記人物撮像手段により生成された前記画像データから前記複数の人物の顔を検出する
機能と、
　検出された複数の顔の顔画像データを生成する機能と、
　生成された複数の顔画像データを同一のグループとして記録する機能と、
　前記同一のグループとして記録されている前記複数の顔画像データを利用した顔画像デ
ータ利用処理の実行が指示されているか否かを判定する機能と、
　前記顔画像データ利用処理の実行が指示されていると判定されると、前記複数の顔画像
データに基づいて前記顔画像データ利用処理を実行する機能と、
　を実現させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の人物を一度に撮像する撮像装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、来訪者の名刺及び顔写真を撮影して名刺画像及び顔画像を取得し、この取得した
名刺画像と顔画像とを対応付けてデータベースに記憶することにより、初めて会った人や
昔会った人の顔と名前や他の個人情報等を忘れないように管理できる技術が知られている
（例えば、特許文献１参照）。
　また、取得した名刺画像と顔画像とを合成して顔写真付き名刺を新たに作成する技術も
知られている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００３－１２２８７２号公報
【特許文献２】特開平１１－８５９５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、会議やパーティなどのイベントにおいては、初対面の人が複数いる場合も少
なくないが、このような場合には、一人一人に対して顔や名刺を撮影してデータベースに
登録する処理を繰り返し実行する必要があり、登録に手間がかかり煩わしいといった問題
がある。また、このように個別にデータベースに登録したのでは、あるイベントで会った
複数の人物は、どの人物なのかというような情報までを容易に記録管理することはできな
かった。
【０００４】
　そこで、本発明の課題は、同じ場所と時間に会った複数の人物の情報を容易に記録管理
することができる撮像装置及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明の撮像装置は、
　複数の人物を一度に撮像して画像データを生成する人物撮像手段と、
　前記人物撮像手段により生成された前記画像データから前記複数の人物の顔を検出する
顔検出手段と、
　前記顔検出手段により検出された複数の顔の顔画像データを生成する顔画像データ生成
手段と、
　前記顔画像データ生成手段により生成された複数の顔画像データを同一のグループとし
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て記録する顔画像データ記録手段と、
　前記顔画像データ記録手段に前記同一のグループとして記録されている前記複数の顔画
像データを利用した顔画像データ利用処理の実行が指示されているか否かを判定する実行
指示判定手段と、
　前記実行指示判定手段により前記顔画像データ利用処理の実行が指示されていると判定
されると、前記複数の顔画像データに基づいて前記顔画像データ利用処理を実行する処理
実行手段と、
　を備えることを特徴としている。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の撮像装置において、
　前記複数の人物の名刺を撮像して名刺画像データを生成する名刺撮像手段を備え、
　前記処理実行手段は、
　前記顔画像データ利用処理として、前記顔画像データ記録手段に前記同一のグループと
して記録されている前記複数の顔画像データの各々に対応付けて前記名刺撮像手段により
生成された同一人の前記名刺画像データを前記グループ毎に一括して登録する人物登録処
理を行う人物登録手段を備えることを特徴としている。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の撮像装置において、
　前記処理実行手段は、
　前記名刺撮像手段による前記複数の人物の名刺の撮像の際に、当該撮像の案内を行う撮
像案内手段を備え、
　前記人物登録手段は、前記撮像案内手段による撮像の案内に従って前記名刺撮像手段に
より撮像され生成された前記複数の名刺画像データと当該名刺画像データの各々に対応す
る顔画像データを、前記撮像案内手段による撮像の案内の内容に基づいて登録することを
特徴としている。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の撮像装置において、
　前記撮像案内手段は、前記名刺撮像手段により前記複数の人物の名刺を一度に撮像する
際に、当該複数の名刺の配置を案内し、
　前記処理実行手段は、
　前記撮像案内手段による撮像の案内に従って前記名刺撮像手段により一度に撮像され生
成された前記複数の名刺に係る複数名刺画像データから各名刺毎に個別の名刺画像データ
を生成する名刺画像データ個別生成手段を備え、
　前記人物登録手段は、前記名刺画像データ個別生成手段により生成された前記複数の名
刺画像データと当該名刺画像データの各々に対応する顔画像データを、前記撮像案内手段
による撮像の案内に係る前記名刺の配置に基づいて登録することを特徴としている。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、請求項３に記載の撮像装置において、
　前記撮像案内手段は、前記名刺撮像手段により前記複数の人物の名刺を複数回に分けて
撮像する際に、当該複数の名刺の撮像順を案内し、
　前記人物登録手段は、前記撮像案内手段による撮像の案内に従って前記名刺撮像手段に
より複数回に分けて撮像され生成された前記複数の名刺画像データと当該名刺画像データ
の各々に対応する顔画像データを、前記撮像案内手段による撮像の案内に係る前記名刺の
撮像順に基づいて登録することを特徴としている。
【００１０】
　請求項６に記載の発明は、請求項２に記載の撮像装置において、
　前記処理実行手段は、
　前記人物登録手段により対応付けて登録されている前記名刺画像データ及び前記顔画像
データに基づいて、名刺画像の所定位置に顔画像を配置して顔画像付き名刺画像データを
生成する顔画像付き名刺画像データ生成手段を備えることを特徴としている。
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【００１１】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の撮像装置において、
　前記顔画像付き名刺画像データ生成手段は、
　前記顔画像付き名刺画像データを生成する際に、名刺画像の所定位置に顔画像を配置す
る領域が無い場合には、更に、前記名刺画像データに基づいて、前記名刺の文字を認識し
て文字データを生成し、この生成された文字データと前記顔画像データを配置して顔画像
付き名刺画像データを生成することを特徴としている。
【００１２】
　請求項８に記載の発明は、請求項２に記載の撮像装置において、
　前記名刺撮像手段により生成された前記名刺画像データに基づいて、前記名刺の文字を
認識して文字データを生成する文字データ生成手段を備え、
　前記人物登録手段は、前記顔画像データ記録手段に記録されている前記複数の顔画像デ
ータのうちの同一人の顔画像データと、前記文字データ生成手段により生成された前記文
字データとを対応付けて登録することを特徴としている。
【００１３】
　請求項９に記載の発明は、請求項１～８の何れか一項に記載の撮像装置において、
　前記顔画像データ記録手段は、前記人物撮像手段により生成された前記画像データと、
前記顔画像データ生成手段により生成された前記複数の顔画像データを関連付けて記録す
ることを特徴としている。
【００１４】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～９の何れか一項に記載の撮像装置において、
　前記人物撮像手段により生成された前記複数の人物に係る画像データに対して圧縮処理
を施すデータ圧縮手段を備え、
　前記顔画像データ生成手段は、前記人物撮像手段により生成され前記データ圧縮手段に
より前記圧縮処理が施される前の前記画像データに基づいて、前記顔画像データを生成し
、
　前記顔画像データ記録手段は、前記人物撮像手段により生成され前記データ圧縮手段に
より前記圧縮処理が施された後の前記画像データと、前記顔画像データ生成手段により生
成された複数の顔画像データを関連付けて記録することを特徴としている。
【００１５】
　請求項１１に記載の発明の撮像装置は、
　複数の人物を一度に撮像して画像データを生成する人物撮像手段と、
　前記人物撮像手段により生成された前記画像データから前記複数の人物の顔を検出する
顔検出手段と、
　前記顔検出手段により検出された複数の顔の顔画像データを生成する顔画像データ生成
手段と、
　前記複数の人物の名刺を撮像して名刺画像データを生成する名刺撮像手段と、
　前記顔画像データ生成手段により生成された前記複数の顔画像データの各々に対応付け
て前記名刺撮像手段により生成された同一人の前記名刺画像データを記録する記録制御手
段と、
　を備えることを特徴としている。
【００１６】
　請求項１２に記載の発明の撮像装置は、
　被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段と、
　前記撮像手段により生成された前記画像データから人物の顔を検出する顔検出手段と、
　前記顔検出手段により検出された人物の顔部分を前記画像データ内より切り取って顔画
像データを生成する顔画像データ生成手段と、
　前記顔画像データ生成手段により生成された顔画像データを記録する顔画像データ記録
手段と、
　前記顔検出手段により検出された顔が複数であるか否かを判定する判定手段と、
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　前記判定手段により複数であると判定された場合は、前記顔画像データ生成手段により
生成された複数の顔画像データと前記撮像手段により生成された前記画像データとを関連
付けて記録する記録制御手段と、
　を備えることを特徴としている。
【００１７】
　請求項１３に記載の発明のプログラムは、
　複数の人物を一度に撮像して画像データを生成する人物撮像手段を備える撮像装置に、
　前記人物撮像手段により生成された前記画像データから前記複数の人物の顔を検出する
機能と、
　検出された複数の顔の顔画像データを生成する機能と、
　生成された複数の顔画像データを同一のグループとして記録する機能と、
　前記同一のグループとして記録されている前記複数の顔画像データを利用した顔画像デ
ータ利用処理の実行が指示されているか否かを判定する機能と、
　前記顔画像データ利用処理の実行が指示されていると判定されると、前記複数の顔画像
データに基づいて前記顔画像データ利用処理を実行する機能と、
　を実現させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、同じ場所と時間に複数の人物と会った場合に、これら複数の人の情報
を容易に記録管理することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に、本発明について、図面を用いて具体的な態様を説明する。ただし、発明の範囲
は、図示例に限定されない。
【００２０】
［実施形態１］
　図１は、本発明を適用した実施形態１の撮像装置１００の概略構成を示すブロック図で
ある。
　実施形態１の撮像装置１００は、同じ場所と時間に複数の人を撮影した集合写真Ｆの複
数の人物Ｈ、…の顔の顔画像データｄ１を生成して、これら複数の顔画像データｄ１、…
を同一のグループとして記録するとともに、複数の人物Ｈ、…の名刺Ｃ、…を撮像して名
刺画像データｄ２を生成して、これら複数の名刺画像データｄ２、…と複数の顔画像デー
タｄ１、…を関連付けて記録する。具体的には、図１に示すように、撮像装置１００は、
撮像部１と、撮像補助部２と、表示部３、操作部４と、記録媒体５と、ＵＳＢ端子６と、
制御部７等を備えて構成されている。
【００２１】
　撮像部１は、被写体を連続して撮像して複数の画像フレームを生成する。具体的には、
撮像部１は、撮像レンズ１１と、電子撮像部１２と、映像信号処理部１３と、画像メモリ
１４と、撮影制御部１５等を備えている。
【００２２】
　撮像レンズ１１は、複数のレンズから構成されている。
　電子撮像部１２は、撮像レンズ１１を通過した被写体像を二次元の画像信号に変換する
ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal-oxide Semiconduct
or）等から構成されている。
　映像信号処理部１３は、電子撮像部１２から出力される画像信号に対して所定の画像処
理を施すものである。
　画像メモリ１４は、画像処理後の画像信号を一時的に記憶する。
【００２３】
　撮影制御部１５は、ＣＰＵ７１の制御下にて、電子撮像部１２及び映像信号処理部１３
を制御する。具体的には、撮影制御部１５は、電子撮像部１２に所定の露出時間で被写体



(8) JP 2009-164821 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

を撮像させ、当該電子撮像部１２の撮像領域から画像信号（画像フレーム）を所定のフレ
ームレートで読み出す処理の実行を制御する。
【００２４】
　また、撮像部１は、人物撮像手段として、４人の人物Ｈ、…（図２参照）を一度に撮像
して画像データを生成する。
　また、撮像部１は、名刺撮像手段として、４人の人物Ｈ、…の名刺Ｃ（図５参照）を撮
像して名刺画像データｄ２を生成する。具体的には、撮像部１は、所定の配置で並んだ４
人（複数）の人物Ｈ、…の名刺Ｃを一度に撮像して、当該４人の名刺Ｃ、…が配置された
複数名刺画像データを生成する。
【００２５】
　撮像補助部２は、撮像部１による被写体の撮像の際に駆動するものであり、フォーカス
駆動部２１と、ズーム駆動部２２等を備えている。
【００２６】
　フォーカス駆動部２１は、撮像レンズ１１に接続されたフォーカス機構部（図示略）を
駆動させる。
　ズーム駆動部２２は、撮像レンズ１１に接続されたズーム機構部（図示略）を駆動させ
る。
　なお、フォーカス駆動部２１及びズーム駆動部２２は、撮影制御部１５に接続され、撮
影制御部１５の制御下にて駆動する。
【００２７】
　表示部３は、撮像部１により撮像された画像を表示するものであり、例えば、表示画面
を撮像装置１００の背面側から露出させるように配設されている（図示略）。また、表示
部３は、表示制御部３１と、画像表示部３２等を備えている。
【００２８】
　表示制御部３１は、ＣＰＵ７１から適宜出力される表示データを一時的に保存するビデ
オメモリ（図示略）を備えている。
【００２９】
　画像表示部３２は、表示制御部３１からの出力信号に基づいて撮像部１により撮像され
た画像等を表示画面に表示する。具体的には、画像表示部３２は、電子撮像部１２による
被写体の撮像により生成された複数の画像フレームを逐次表示する。
【００３０】
　また、画像表示部３２は、名刺管理モード（後述）における顔検出処理（後述）にて検
出された顔に重畳させて顔検出枠Ｗ（図２参照）を表示する。例えば、画像表示部３２は
、図２に示すように、４人の人物Ｈ、…の集合写真Ｆの画像データに基づいて当該集合写
真Ｆを表示し、このとき、顔検出処理にて顔が検出されると、当該顔に重畳させて略矩形
状の顔検出枠Ｗを表示する。
【００３１】
　また、画像表示部３２は、撮像案内処理（後述）にて複数の名刺Ｃ、…の配置に係るレ
イアウト情報に基づいて、顔検出処理にて検出された顔画像ｇを所定の配置で表示する（
図４参照）。
【００３２】
　操作部４は、当該撮像装置１００の所定操作を行うためのものであり、操作入力部４１
と、入力回路４２等を備えている。
【００３３】
　操作入力部４１は、シャッターボタン４１ａ、モード設定ボタン４１ｂ等を備えている
。
【００３４】
　シャッターボタン４１ａは、例えば、当該撮像装置１００のボディ上面に設けられ、撮
像部１による被写体の撮像を指示する。
【００３５】
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　モード設定ボタン４１ｂは、例えば、当該撮像装置１００のボディ背面に設けられ、撮
像装置１００の複数の動作モードの中で所定の動作モードの選択設定を指示する。
　ここで、動作モードとしては、例えば、所定サイズの静止画像を撮影する通常撮影モー
ドや、所定のフレームレートで動画像を撮影する動画撮影モード、名刺管理を行うための
名刺管理モード等が挙げられる。
　そして、ユーザによりモード設定ボタン４１ｂが所定操作されて所定の動作モード（例
えば、名刺管理モード等）が選択されると、当該動作モードの設定指示を入力回路４２を
介してＣＰＵ７１に出力する。ＣＰＵ７１は、設定指示が入力されると、各部を制御して
当該動作モードに応じた設定を行う。
【００３６】
　入力回路４２は、操作入力部４１から入力された操作信号をＣＰＵ７１に入力するため
のものである。
【００３７】
　記録媒体５は、例えば、カード型の不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）やハードディ
スク等により構成され、撮像部１により撮像された動画像や静止画像の画像ファイルを複
数記憶する。
【００３８】
　また、記録媒体５は、顔画像データｄ１記録手段として、４人の人物Ｈ、…の集合写真
Ｆに係りデータ圧縮処理（後述）が施された画像データと、当該データ圧縮処理が施され
る前の画像データに基づいて顔画像データ生成処理（後述）にて生成された複数の顔画像
データｄ１、…を同一のグループとして関連付けて記録する。また、記録媒体５は、複数
の顔画像データｄ１、…の各々に対応付けて人物登録処理（後述）にて生成された同一人
の名刺画像データｄ２を関連付けて記録する。
【００３９】
　ＵＳＢ端子６は、外部機器との接続用の端子であり、ＵＳＢケーブル（図示略）等を介
してデータの送受信を行う。
【００４０】
　制御部７は、撮像装置１００の各部を制御するものであり、例えば、ＣＰＵ７１と、プ
ログラムメモリ７２と、データメモリ７３等を備えている。
【００４１】
　ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２に記憶された撮像装置１００用の各種処理プログ
ラムに従って各種の制御動作を行うものである。
【００４２】
　データメモリ７３は、例えば、フラッシュメモリ等により構成され、ＣＰＵ７１によっ
て処理されるデータ等を一時記憶する。
【００４３】
　プログラムメモリ７２は、ＣＰＵ７１の動作に必要な各種プログラムやデータを記憶す
るものである。具体的には、プログラムメモリ７２は、顔検出プログラム７２ａ、顔画像
データ生成プログラム７２ｂ、実行指示判定プログラム７２ｃ、撮像案内プログラム７２
ｄ、名刺画像データ個別生成プログラム７２ｅ、データ圧縮プログラム７２ｆ、人物登録
プログラム７２ｇ等を記憶している。
【００４４】
　顔検出プログラム７２ａは、ＣＰＵ７１を顔検出手段として機能させるものである。即
ち、顔検出プログラム７２ａは、撮像部１により生成された画像データに基づいて被写体
内の複数の人物Ｈ、…の顔を検出する顔検出処理の実行に係る機能をＣＰＵ７１に実現さ
せるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ７１が顔検出プログラム７２ａを実行することで、４人の人物Ｈ、
…の集合写真Ｆに係る画像データについて顔画像探索範囲を画像全体として顔画像探索枠
を所定方向に走査して、目、鼻、ロなどに相当する特徴部分（顔パーツ）を特定して、各
顔パーツの位置関係から顔であるか否かを判定し、顔であると判定されると当該探索枠領
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域を顔とみなす。
【００４５】
　顔画像データ生成プログラム７２ｂは、ＣＰＵ７１を顔画像データ生成手段として機能
させるものである。即ち、顔画像データ生成プログラム７２ｂは、撮像部１により生成さ
れた画像データに基づいて、顔検出処理にて検出された複数の顔の顔画像データｄ１を生
成する顔画像データ生成処理に係る機能をＣＰＵ７１に実現させるためのプログラムであ
る。
　具体的には、ＣＰＵ７１が顔画像データ生成プログラム７２ｂを実行することで、デー
タ圧縮処理（後述）が施される前の４人の人物Ｈ、…の集合写真Ｆ（図２参照）に係る画
像データについて、当該集合写真Ｆ内の４人の人物Ｈ、…の顔の所定の割合で含む矩形状
の顔画像データｄ１を生成する（図３（ａ）～図３（ｄ）参照）。
【００４６】
　実行指示判定プログラム７２ｃは、ＣＰＵ７１を実行指示判定手段として機能させるも
のである。即ち、実行指示判定プログラム７２ｃは、記録媒体５に同一のグループとして
関連付けて記録されている複数の顔画像データｄ１、…を利用した顔画像データ利用処理
の実行が指示されているか否かを判定する実行指示判定処理に係る機能をＣＰＵ７１に実
現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ７１が実行指示判定プログラム７２ｃを実行することで、ユーザに
よるモード設定ボタン４１ｂの所定操作に基づいて名刺管理モードに設定されているか否
かに応じて、記録媒体５に同一のグループとして関連付けて記録されている複数の顔画像
データｄ１、…と複数の名刺画像データｄ２、…をグループ毎に一括して登録する人物登
録処理の実行が指示されているか否かを判定する。
【００４７】
　撮像案内プログラム７２ｄは、ＣＰＵ７１を撮像案内手段として機能させるものである
。即ち、撮像案内プログラム７２ｄは、撮像部１による複数の人物Ｈ、…の名刺Ｃの撮像
の際に、当該撮像の案内を行う撮像案内処理に係る機能をＣＰＵ７１に実現させるための
プログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ７１が撮像案内プログラム７２ｄを実行することで、顔画像データ
生成処理にて生成された４人の顔画像データｄ１、…（図３（ａ）～図３（ｄ）参照）に
基づいて撮像部１により撮像される４人の名刺Ｃ、…の配置に係るレイアウト情報を生成
して、当該レイアウト情報に従って撮像の案内を行う。例えば、撮像部１により複数の人
物Ｈ、…の名刺Ｃを一度に撮像する際に、ＣＰＵ７１は、レイアウト情報に基づいて当該
人物Ｈの顔画像ｇを所定の配置で画像表示部３２に表示して複数の名刺Ｃ、…の配置を案
内する（図４参照）。より具体的には、図４に示すように、所定番号と対応付けて顔画像
データ生成処理にて生成された４人の顔画像データｄ１、…に係る顔画像ｇ（図３（ａ）
～図３（ｄ）参照）を所定の配置で画像表示部３２に表示する。
　さらに、撮像部１により複数の人物Ｈ、…の名刺Ｃを複数回に分けて撮像する際に、即
ち、集合写真Ｆ内に所定人数以上の人物Ｈが含まれて所定の配置で名刺Ｃを並べても当該
人数分の名刺Ｃを一度に撮像することができない場合等には、ＣＰＵ７１は、レイアウト
情報に基づいて当該人物Ｈの顔画像ｇを所定の配置で撮像順に従って画像表示部３２に表
示していって当該複数の名刺Ｃ、…の撮像順を案内する。
【００４８】
　名刺画像データ個別生成プログラム７２ｅは、ＣＰＵ７１を名刺画像データ個別生成手
段として機能させるものである。即ち、名刺画像データ個別生成プログラム７２ｅは、撮
像案内処理による撮像の案内に従って、撮像部１により一度に複数の名刺Ｃ、…が撮像さ
れることで生成された複数の名刺Ｃ、…に係る複数名刺画像データから各名刺Ｃ毎に個別
の名刺画像データｄ２を生成する名刺画像データ個別生成処理に係る機能をＣＰＵ７１に
実現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ７１が名刺画像データ個別生成プログラム７２ｅを実行することで
、撮像部１により一度に４枚の名刺Ｃが撮像されることで生成された４枚の名刺Ｃに係る
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複数名刺画像データから各名刺Ｃを特定して、各名刺Ｃ毎に個別の名刺画像データｄ２を
生成する（図６（ａ）～図６（ｄ）参照）。
【００４９】
　データ圧縮プログラム７２ｆは、ＣＰＵ７１をデータ圧縮手段として機能させるもので
ある。即ち、データ圧縮プログラム７２ｆは、撮像部１により生成された複数の人物Ｈ、
…に係る画像データに対して圧縮処理を施すデータ圧縮処理に係る機能をＣＰＵ７１に実
現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ７１がデータ圧縮プログラム７２ｆを実行することで、撮像部１に
より生成された４人の人物Ｈ、…の集合写真Ｆに係る画像データに対して所定の圧縮処理
を施して、これにより当該画像データのデータ量を削減する。
【００５０】
　人物登録プログラム７２ｇは、ＣＰＵ７１を人物登録手段として機能させるものである
。即ち、人物登録プログラム７２ｇは、実行指示判定処理にて名刺管理モードに設定され
ているか否かに応じて人物登録処理の実行が指示されていると判定された場合に、記録媒
体５に同一のグループとして記録されている複数の顔画像データｄ１、…の各々に対応付
けて撮像部１により生成された同一人の名刺画像データｄ２をグループ毎に一括して登録
する人物登録処理（顔画像データ利用処理）を行う人物登録処理に係る機能をＣＰＵ７１
に実現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ７１が人物登録プログラム７２ｇを実行することで、撮像案内処理
による撮像の案内に従って撮像部１により撮像され生成された複数の名刺画像データｄ２
、…と当該名刺画像データｄ２の各々に対応する顔画像データｄ１を、撮像案内処理によ
る撮像の案内の内容に基づいて対応付けて登録する。より具体的には、ＣＰＵ７１は、撮
像案内処理による撮像の案内に係る４人の名刺Ｃ、…の配置に基づいて、名刺画像データ
個別生成処理にて生成された４人の個別の名刺画像データｄ２と当該名刺画像データｄ２
の各々に対応する顔画像データｄ１を対応付けて登録する。さらに、撮像部１にて複数の
人物Ｈ、…の名刺Ｃを複数回に分けて撮像した場合には、ＣＰＵ７１は、撮像案内処理に
よる撮像の案内に係る複数の名刺Ｃ、…の撮像順に基づいて、撮像部１により複数回に分
けて撮像され生成された複数の名刺画像データｄ２、…と当該名刺画像データｄ２の各々
に対応する顔画像データｄ１を対応付けて登録する。
　ここで、ＣＰＵ７１は、実行指示判定処理にて顔画像データ利用処理として人物登録処
理の実行が指示されていると判定されると、複数の顔画像データｄ１、…に基づいて人物
登録処理を実行する処理実行手段として機能する。
【００５１】
　次に、実施形態１の撮像装置１００による人物登録処理について図７及び図８を参照し
て説明する。
　図７及び図８は、撮像装置１００による人物登録処理に係る動作の一例を示すフローチ
ャートである。
　なお、以下の人物登録処理にあっては、予めユーザによるモード設定ボタン４１ｂの所
定操作に基づいて名刺管理モードに設定されているものとする。
【００５２】
　図７に示すように、先ず、ＣＰＵ７１は、ユーザによるシャッターボタン４１ａの押圧
操作に基づいて撮像部１により複数の人物Ｈ、…の集合写真Ｆの撮影が行われたか否かを
判定する（ステップＳ１）。
　ここで、集合写真Ｆの撮影が行われていると判定されると（ステップＳ１；ＹＥＳ）、
ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２内の実行指示判定プログラム７２ｃを実行して、動
作モードが名刺管理モードに設定されているか否かに応じて人物登録処理の実行が指示さ
れているか否かを判定する（ステップＳ２）。ここで、名刺管理モードに設定されて人物
登録処理の実行が指示されていると判定されると（ステップＳ２；ＹＥＳ）、ＣＰＵ７１
は、プログラムメモリ７２内の顔検出プログラム７２ａを実行して、撮像部１により生成
された画像データに基づいて被写体内の人物Ｈの顔を検出する顔検出処理を実行する（ス
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テップＳ３）。
【００５３】
　続けて、ＣＰＵ７１は、顔検出処理の検出結果に応じて、個別に人物Ｈの名刺Ｃを管理
する通常の処理モードか、複数人の名刺Ｃを一括して管理する一括処理モードか、その他
の処理を行うモードに設定する分岐を行う（ステップＳ４）。
　具体的には、顔検出処理にて一の顔が検出された場合には、ＣＰＵ７１は、通常の処理
モードに設定して、個別に人物Ｈの名刺Ｃを管理する処理を行う（ステップＳ４１）。ま
た、顔検出処理にて顔が一つも検出されなかった場合には、ＣＰＵ７１は、他の処理を行
うモードに設定して他の処理を行う（ステップＳ４２）。
　なお、ステップＳ１にて、集合写真Ｆの撮影が行われていないと判定された場合（ステ
ップＳ１；ＮＯ）、また、ステップＳ２にて、名刺管理モードに設定されていないと判定
された場合にも（ステップＳ２；ＮＯ）、ステップＳ４２に移行する。
【００５４】
　一方、顔検出処理にて顔が二つ以上検出された場合には、ＣＰＵ７１は、一括処理モー
ドに設定した後、プログラムメモリ７２内の顔画像データ生成プログラム７２ｂを実行し
て、撮像部１により生成された画像データに基づいて、顔検出処理にて検出された複数の
顔の顔画像データｄ１を生成する（ステップＳ５；顔画像データ生成処理）。その後、Ｃ
ＰＵ７１は、顔画像データ生成処理にて生成された複数の顔画像データｄ１、…を記録媒
体５に記録させる（ステップＳ６）。
【００５５】
　次に、ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２内の撮像案内プログラム７２ｄを実行して
、顔画像データ生成処理にて生成された複数の顔画像データｄ１、…に対して、顔検出処
理における複数の顔の検出位置に基づいて、例えば、左から順に所定の番号を付ける処理
を行った後、当該検出された顔の数に応じて名刺Ｃの配置に係るレイアウト情報を生成す
る（ステップＳ７）。続けて、ＣＰＵ７１は、生成したレイアウト情報に基づいて、所定
の配置で顔画像データｄ１に係る顔画像ｇ（図３（ａ）～図３（ｄ）参照）を画像表示部
３２に表示させるとともに名刺撮影を促すメッセージを画像表示部３２に表示させる（ス
テップＳ８；撮像案内処理）。
【００５６】
　図８に示すように、その後、ＣＰＵ７１は、ユーザによるシャッターボタン４１ａの押
圧操作に基づいて、名刺撮影が行われたか否かを判定する（ステップＳ９）。ここで、名
刺撮影が行われたと判定されると（ステップＳ９；ＹＥＳ）、ＣＰＵ７１は、撮像部１に
より一度に複数の名刺Ｃ、…が撮像されることで生成された複数の名刺Ｃ、…に係る複数
名刺画像データから各名刺部分を特定する（ステップＳ１０）。その後、ＣＰＵ７１は、
顔検出処理にて検出された顔の数と同数の名刺Ｃが特定されたか否かを判定する（ステッ
プＳ１１）。ここで、同数の名刺Ｃが特定されていないと判定されると（ステップＳ１１
；ＮＯ）、ＣＰＵ７１は、名刺Ｃの追加撮影のために、名刺Ｃの配置に係るレイアウト情
報を生成した後（ステップＳ１２）、ステップＳ８に移行する。
【００５７】
　一方、ステップＳ１１にて、同数の名刺Ｃが特定されたと判定されると（ステップＳ１
１；ＹＥＳ）、ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２内の名刺画像データ個別生成プログ
ラム７２ｅを実行して、撮像部１により一度に複数の名刺Ｃ、…が撮像されることで生成
された複数の名刺Ｃ、…に係る複数名刺画像データから各名刺Ｃ毎に個別の名刺画像デー
タｄ２を生成する（ステップＳ１３；名刺画像データ個別生成処理）。その後、ＣＰＵ７
１は、名刺画像データ個別生成処理にて生成された複数の名刺画像データｄ２、…を記録
媒体５に記録させる（ステップＳ１４）。
【００５８】
　次に、ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２内の人物登録プログラム７２ｇを実行して
、名刺画像データ個別生成処理にて生成された複数の名刺画像データｄ２、…に対して、
レイアウト情報、名刺撮影における名刺Ｃの検出位置、複数回の名刺撮影における撮影順
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に基づいて、所定の番号を付ける処理を行った後、当該番号に基づいて記録媒体５に記録
されている複数の顔画像データｄ１、…の各々と複数の名刺画像データｄ２、…の各々を
関連付ける処理を行う（ステップＳ１５）。その後、ＣＰＵ７１は、集合写真Ｆ内の複数
の人物Ｈ、…に係る複数の顔画像データｄ１、…及び複数の名刺画像データｄ２、…を同
一のグループとして関連付ける処理を行う（ステップＳ１６）。
【００５９】
　次に、ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２内のデータ圧縮プログラム７２ｆを実行し
て、撮像部１により生成された４人の人物Ｈ、…の集合写真Ｆに係る画像データに対して
所定の圧縮処理を施した後、当該画像データと、同一のグループとして関連付けられてい
る複数の人物Ｈ、…に係る複数の顔画像データｄ１、…及び複数の名刺画像データｄ２、
…を関連付ける処理を行う（ステップＳ１７）。
【００６０】
　以上のように、実施形態１の撮像装置１００によれば、同じ場所と時間に複数の人を撮
影した集合写真Ｆ内の複数の人物Ｈ、…の顔の顔画像データｄ１を生成して、これら複数
の顔画像データｄ１、…を同一のグループとして記録媒体５に記録するとともに、複数の
人物Ｈ、…の名刺Ｃを撮像して名刺画像データｄ２を生成して、これら複数の名刺画像デ
ータｄ２、…と複数の顔画像データｄ１、…を関連付けて記録する。具体的には、同一の
グループとして記録媒体５に記録されている複数の顔画像データｄ１、…の各々と同一人
の名刺画像データｄ２の対応付けをグループ毎に一括して登録する人物登録処理を行うこ
とができる。
　従って、同じ場所と時間に複数の人物Ｈ、…と会った場合に、これら複数の人物Ｈ、…
の名刺管理を容易に、且つ、簡便に行うことができ、個人情報を容易に記録管理すること
ができる。
【００６１】
　また、複数の人物Ｈ、…の名刺Ｃの撮像の際に、レイアウト情報に従って撮像の案内を
行って、当該撮像の案内に従って撮像部１により撮像され生成された複数の名刺画像デー
タｄ２、…と同一人の顔画像データｄ１を撮像の案内の内容に基づいて適正に登録するこ
とができる。具体的には、複数の人物Ｈ、…の名刺Ｃを一度に撮像する際に、レイアウト
情報に基づいて複数の名刺Ｃ、…の配置を案内して、複数名刺画像データから各名刺Ｃ毎
に個別の名刺画像データｄ２を生成して、複数の名刺画像データｄ２、…と同一人の顔画
像データｄ１をレイアウト情報に基づいて適正に登録することができる。さらに、複数の
人物Ｈ、…の名刺Ｃを複数回に分けて撮像する際には、記録媒体５に記録されている顔画
像データｄ１に付けられた番号に基づいて複数の名刺Ｃ、…の撮像順を案内して、複数の
名刺画像データｄ２、…と同一人の顔画像データｄ１を名刺Ｃの撮像順に基づいて適正に
登録することができる。
【００６２】
　また、撮像部１により生成された集合写真Ｆに係る画像データと、当該集合写真Ｆに写
っている複数の人物Ｈ、…の顔画像データｄ１を関連付けて記録することができるので、
同じ場所と時間に複数の人物Ｈ、…の情報管理をより容易に行うことができる。
　さらに、所定の圧縮処理が施される前の画像データに基づいて、顔検出処理及び顔画像
データｄ１の生成を行うことで、顔検出処理及び顔画像データｄ１の生成処理を適正に行
うことができる。また、集合写真Ｆに係る画像データに対して圧縮処理を施した後、当該
圧縮処理が施された画像データを複数の顔画像データｄ１、…と関連付けて記録すること
で、記録媒体５の記録容量の節約を図ることができる。
【００６３】
　なお、上記実施形態１にあっては、記録媒体５に記録される集合写真Ｆに係る画像デー
タに対してデータ圧縮処理を施すようにしたが、データ圧縮処理を施すか否かは適宜任意
に変更することができる。
　また、集合写真Ｆに係る画像データを顔画像データｄ１や名刺画像データｄ２等と関連
付けて記録媒体５に記録するようにしたが、これに限られるものではなく、集合写真Ｆに



(14) JP 2009-164821 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

係る画像データを顔画像データｄ１や名刺画像データｄ２と関連付けるか否かは適宜任意
に変更することができる。即ち、集合写真Ｆに係る画像データを顔画像データｄ１及び名
刺画像データｄ２と関連付けずに記録媒体５に記録するようにしても良いし、集合写真Ｆ
に係る画像データを顔画像データｄ１及び名刺画像データｄ２のうち、何れか一方のデー
タのみと関連付けるようにしても良い。
【００６４】
　さらに、上記実施形態１にあっては、撮像案内処理にて複数の名刺Ｃの配置を画像表示
部に顔画像を所定の配置で表示することで案内するようにしたが、名刺Ｃの配置の案内方
法はこれに限られるものではない。また、撮像案内処理にて複数の名刺Ｃ、…の撮像順を
画像表示部３２に顔画像を順次表示することで案内するようにしたが、名刺Ｃの撮像順の
案内方法はこれに限られるものではない。
　加えて、撮像案内処理にて複数の名刺Ｃ、…の配置及び撮像順を案内するようにしたが
、撮像の案内を行うか否かは適宜任意に変更することができる。即ち、撮像案内処理は必
ずしも行う必要はなく、所定の順序で名刺Ｃの撮像を行うことで生成された名刺画像デー
タｄ２を、記録媒体５に所定の順序で記録されている顔画像データｄ１と対応付けるよう
にしても良い。
【００６５】
［実施形態２］
　以下に、実施形態２の撮像装置２００について図９～図１１を参照して説明する。
　図９は、本発明を適用した実施形態２の撮像装置２００の概略構成を示すブロック図で
ある。
【００６６】
　実施形態２の撮像装置２００は、名刺画像の所定位置に顔画像ｇを配置して顔画像付き
名刺画像データを生成する。
　なお、実施形態２の撮像装置２００は、顔画像付き名刺画像データの生成を行う以外の
点では上記実施形態１と略同様であるので、同様の構成には同一の符号を付してその説明
を省略する。
【００６７】
　図９に示すように、プログラムメモリ７２には、顔検出プログラム７２ａ、顔画像デー
タ生成プログラム７２ｂ、実行指示判定プログラム７２ｃ、撮像案内プログラム７２ｄ、
名刺画像データ個別生成プログラム７２ｅ、データ圧縮プログラム７２ｆ、人物登録プロ
グラム７２ｇに加えて、名刺データ生成プログラム７２ｈが記憶されている。
【００６８】
　名刺データ生成プログラム７２ｈは、ＣＰＵ７１を顔画像付き名刺生成手段として機能
させるものである。即ち、名刺データ生成プログラム７２ｈは、人物登録処理により対応
付けて登録されている名刺画像データｄ２及び顔画像データｄ１に基づいて、名刺画像の
所定位置に顔画像ｇを配置して顔画像付き名刺画像データを生成する名刺データ生成処理
に係る機能をＣＰＵ７１に実現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ７１が名刺データ生成プログラム７２ｈを実行することで、名刺画
像データｄ２に基づいて名刺画像の余白領域を検出した後、当該余白領域に合わせて顔画
像データｄ１に係る顔画像ｇを変形（拡大・縮小）した後、名刺画像の所定位置に顔画像
ｇを配置して顔画像付き名刺画像データを生成する（図１０参照）。
　なお、上記の名刺データ生成処理は、実施形態１の撮像装置１００による人物登録処理
後に行われる処理であり、人物登録処理後に続けて行われても良いし、所定期間経過後に
改めて行うようにしても良い。
【００６９】
　次に、実施形態２の撮像装置２００による名刺データ生成処理について図１１を参照し
て説明する。
　図１１は、撮像装置２００による名刺データ生成処理に係る動作の一例を示すフローチ
ャートである。
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【００７０】
　図１１に示すように、先ず、ＣＰＵ７１は、ユーザによる操作部４の所定操作に基づい
て、人物登録処理にて登録された複数の人物Ｈ、…のうち、何れかの人物Ｈの顔画像付き
名刺画像データを生成する名刺データ生成処理の実行が指示されているか否かを判定する
（ステップＳ２１）。
【００７１】
　ここで、名刺データ生成処理の実行が指示されていると判定されると（ステップＳ２１
；ＹＥＳ）、ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２内の名刺データ生成プログラム７２ｈ
を実行して、顔画像付き名刺画像データの生成が指示される人物Ｈの名刺画像データｄ２
に基づいて名刺画像の余白領域を検出した後（ステップＳ２２）、当該余白領域に合わせ
て名刺画像データｄ２と対応付けられている顔画像データｄ１に係る顔画像ｇを変形（拡
大・縮小）する（ステップＳ２３）。続けて、ＣＰＵ７１は、名刺画像の所定位置に顔画
像ｇを配置して顔画像付き名刺画像データを生成する（ステップＳ２４）。
【００７２】
　その後、ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２内の人物登録プログラム７２ｇを実行し
て、生成された顔画像付き名刺画像データを名刺画像データｄ２及び顔画像データｄ１と
関連付けて記録媒体５に記録する（ステップＳ２５）。
【００７３】
　なお、ステップＳ２５における顔画像付き名刺画像データの記録の有無に関わらず、当
該顔画像付き名刺画像データを撮像装置２００とＵＳＢ端子を介して接続された印刷機器
に送信して、顔画像付き名刺Ｄを印刷するようにしても良い。
【００７４】
　以上のように、実施形態２の撮像装置２００によれば、記録媒体５に対応付けて記録さ
れている名刺画像データｄ２及び顔画像データｄ１に基づいて、名刺画像の所定位置に顔
画像ｇを配置して顔画像付き名刺画像データを生成することができるので、顔画像付き名
刺Ｄの生成を容易に、且つ、簡便に行うことができる。
　また、顔画像付き名刺画像データを名刺画像データｄ２及び顔画像データｄ１と関連付
けて記録媒体５に記録することで、同じ場所と時間に複数の人物Ｈ、…の情報管理をより
容易に行うことができる。
【００７５】
［実施形態３］
　以下に、実施形態３の撮像装置３００について図１２及び図１３を参照して説明する。
　図１２は、本発明を適用した実施形態３の撮像装置３００の概略構成を示すブロック図
である。
【００７６】
　実施形態３の撮像装置３００は、名刺画像データｄ２に基づいて、名刺Ｃの文字を認識
して文字データを生成した後、生成された文字データを記録媒体５に記録されている複数
の顔画像データｄ１、…のうちの同一人の顔画像データｄ１と対応付けて登録する。
　なお、実施形態３の撮像装置３００は、文字データの生成を行う以外の点では上記実施
形態２と略同様であるので、同様の構成には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００７７】
　図１２に示すように、プログラムメモリ７２には、顔検出プログラム７２ａ、顔画像デ
ータ生成プログラム７２ｂ、実行指示判定プログラム７２ｃ、撮像案内プログラム７２ｄ
、名刺画像データ個別生成プログラム７２ｅ、データ圧縮プログラム７２ｆ、人物登録プ
ログラム７２ｇ、名刺データ生成プログラム７２ｈに加えて、文字データ生成プログラム
７２ｉが記憶されている。
【００７８】
　文字データ生成プログラム７２ｉは、ＣＰＵ７１を文字データ生成手段として機能させ
るものである。即ち、文字データ生成プログラム７２ｉは、撮像部１により生成された名
刺画像データｄ２に基づいて、名刺Ｃの文字を認識して文字データを生成する文字データ
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生成処理に係る機能をＣＰＵ７１に実現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ７１が文字データ生成プログラム７２ｉを実行することで、記録媒
体５に記録され、名刺データの生成が指示されている名刺画像データｄ２に対して文字認
識処理を施して名刺Ｃの表面に記載されている個人情報を認識してテキストデータを生成
する。
　なお、上記の文字データ生成処理は、実施形態１の撮像装置１００による人物登録処理
後に行われる処理である。
【００７９】
　次に、実施形態３の撮像装置３００による名刺データ生成処理について図１３を参照し
て説明する。
　図１３は、撮像装置３００による名刺データ生成処理に係る動作の一例を示すフローチ
ャートである。
　なお、以下に説明する名刺データ生成処理は、実施形態２の撮像装置２００による名刺
データ生成処理の一部を変形したものであり、同一の処理についての説明は省略する。
【００８０】
　図１３に示すように、先ず、ＣＰＵ７１は、ユーザによる操作部４の所定操作に基づい
て、人物登録処理にて登録された複数の人物Ｈ、…のうち、何れかの人物Ｈの顔画像付き
名刺画像データを生成する名刺データ生成処理の実行が指示されているか否かを判定する
（ステップＳ２１）。
【００８１】
　ここで、名刺データ生成処理の実行が指示されていると判定されると（ステップＳ２１
；ＹＥＳ）、ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２内の文字データ生成プログラム７２ｉ
を実行して、名刺データの生成が指示されている名刺画像データｄ２に対して文字認識処
理を行って個人情報のテキストデータを生成する（ステップＳ３２）。その後、ＣＰＵ７
１は、プログラムメモリ７２内の人物登録プログラム７２ｇを実行して、生成されたテキ
ストデータを名刺画像データｄ２及び顔画像データｄ１と関連付けて記録媒体５に記録さ
せる（ステップＳ３３）。
【００８２】
　次に、ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２内の名刺データ生成プログラム７２ｈを実
行して、顔画像付き名刺画像データの生成が指示される人物Ｈの名刺画像データｄ２に基
づいて名刺画像の余白領域を検出して、当該余白領域に名刺画像データｄ２と対応付けら
れている顔画像データｄ１に係る顔画像ｇを配置するのに必要な領域があるか否かを判定
する（ステップＳ３４）。
　ここで、顔画像ｇの配置に必要な領域がないと判定されると（ステップＳ３４；ＮＯ）
、ＣＰＵ７１は、名刺画像の所定位置を顔画像ｇの配置領域として当該配置領域以外の領
域に生成したテキストデータを所定のレイアウトに従って配置して（ステップＳ３５）、
顔画像付き名刺画像データを生成する（ステップＳ３６）。
　その後、ＣＰＵ７１は、プログラムメモリ７２内の人物登録プログラム７２ｇを実行し
て、生成された顔画像付き名刺画像データを名刺画像データｄ２及び顔画像データｄ１と
関連付けて記録媒体５に記録する（ステップＳ２５）。
【００８３】
　一方、ステップＳ３４にて、顔画像ｇの配置に必要な領域があると判定されると（ステ
ップＳ３４；ＹＥＳ）、ステップＳ２３に移行する。
【００８４】
　以上のように、実施形態３の撮像装置３００によれば、名刺画像データｄ２に基づいて
、名刺Ｃの文字を認識してテキストデータを生成して、当該テキストデータを名刺画像デ
ータｄ２及び顔画像データｄ１と関連付けて記録媒体５に記録することで、名刺データ生
成処理にて、名刺画像の余白領域に顔画像データｄ１に係る顔画像ｇを配置するのに必要
な領域がない場合に、テキストデータを所定のレイアウトに従って配置して、顔画像付き
名刺画像データを適正に生成することができる。
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【００８５】
　なお、上記実施形態２及び３にあっては、名刺データ生成処理にて、複数の人物Ｈ、…
のうち、何れか一の人物Ｈの顔画像付き名刺画像データを生成するようにしたが、顔画像
付き名刺画像データの生成に係る人物の数は適宜任意に変更することができ、複数の人物
Ｈ、…のうち、全ての人物Ｈ、…の顔画像付き名刺画像データを順次生成するようにして
も良いし、何れか２人の人物Ｈ、Ｈの顔画像付き名刺画像データを順次生成するようにし
ても良い。
【００８６】
　また、上記実施形態３にあっては、名刺画像データｄ２に対して文字認識処理を行って
個人情報のテキストデータを生成後、名刺画像の余白領域に顔画像ｇを配置するのに必要
な領域がないと判定された場合に、テキストデータを所定のレイアウトに従って配置して
顔画像付き名刺画像データを生成するようにしたが、テキストデータの生成のタイミング
はこれに限られるものではない。
　即ち、テキストデータの生成前に、名刺画像の所定位置に顔画像ｇを配置するのに必要
な領域があるか否かの判定をして、必要な領域がないと判定された場合に、名刺画像デー
タｄ２に基づいて名刺の文字を認識してテキストデータを生成するようにしても良い。そ
して、名刺画像の所定位置を顔画像ｇの配置領域として当該配置領域以外の領域に生成し
たテキストデータを所定のレイアウトに従って配置して顔画像付き名刺画像データを生成
するようにしても良い。
【００８７】
［実施形態４］
　以下に、実施形態４の撮像装置４００について図１４及び図１５を参照して説明する。
　図１４は、本発明を適用した実施形態４の撮像装置４００の概略構成を示すブロック図
である。
【００８８】
　実施形態４の撮像装置４００は、画像表示部３２に表示された集合写真Ｆのサムネイル
画像の選択に基づいて、当該集合写真Ｆに写っている人物Ｈの名刺画像データｄ２や顔画
像データｄ１等の個人情報を表示する。
　なお、実施形態４の撮像装置４００は、個人情報の表示を行う以外の点では上記実施形
態１と略同様であるので、同様の構成には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００８９】
　図１２に示すように、プログラムメモリ７２には、顔検出プログラム７２ａ、顔画像デ
ータ生成プログラム７２ｂ、実行指示判定プログラム７２ｃ、撮像案内プログラム７２ｄ
、名刺画像データ個別生成プログラム７２ｅ、データ圧縮プログラム７２ｆ、人物登録プ
ログラム７２ｇに加えて、情報表示プログラム７２ｊが記憶されている。
【００９０】
　情報表示プログラム７２ｊは、モード設定ボタン４１ｂにより個人情報表示モードに設
定されると、記録媒体５に各グループ毎に対応付けられている集合写真Ｆに係る画像デー
タに基づいて、当該集合写真Ｆのサムネイル画像を画像表示部３２に表示させ、ユーザに
よる操作部４の所定操作に基づいて選択された集合写真Ｆに係る画像データと対応付けら
れている複数の人物Ｈ、…の個人情報を画像表示部３２に表示させる個人情報表示処理に
係る機能をＣＰＵ７１に実現させるためのプログラムである。
　なお、上記の名刺データ生成処理は、実施形態１の撮像装置１００による人物登録処理
後に行われる処理である。
【００９１】
　次に、実施形態４の撮像装置４００による情報表示処理について図１５を参照して説明
する。
　図１５は、撮像装置４００による情報表示処理に係る動作の一例を示すフローチャート
である。
【００９２】
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　図１５に示すように、先ず、ＣＰＵ７１は、ユーザによる操作部４のモード設定ボタン
４１ｂの所定操作に基づいて、個人情報表示処理の実行が指示されると（ステップＳ４１
）、プログラムメモリ７２内の情報表示プログラム７２ｊを実行して、記録媒体５に各グ
ループ毎に対応付けられている複数の集合写真Ｆ、…に係る画像データに基づいて、当該
集合写真Ｆのサムネイル画像を画像表示部３２に一覧表示させる（ステップＳ４２）。
【００９３】
　その後、ＣＰＵ７１は、ユーザによる操作部４の所定操作に基づいて、複数の集合写真
Ｆ、…のサムネイル画像のうち、何れかのサムネイル画像が選択されたか否かを判定する
（ステップＳ４３）。
　ここで、何れかのサムネイル画像が選択されたと判定されると（ステップＳ４３；ＹＥ
Ｓ）、ＣＰＵ７１は、選択されたサムネイル画像に係る集合写真Ｆの画像データと対応付
けられている同一のグループ内の複数の人物Ｈ、…の名刺画像データｄ２や顔画像データ
ｄ１等の個人情報を画像に表示させる（ステップＳ４４）。
【００９４】
　その後、ＣＰＵ７１は、ユーザによる操作部４の所定操作に基づいて、個人情報の印刷
等の所定の処理の実行が指示されているか否かを判定し（ステップＳ４５）、実行が指示
されていると判定されると（ステップＳ４５；ＹＥＳ）、撮像装置４００の各部を制御し
て、指定された処理の実行を制御する（ステップＳ４６）。
【００９５】
　以上のように、実施形態４の撮像装置４００によれば、画像表示部３２に一覧表示され
た複数の集合写真Ｆ、…のサムネイル画像を選択することで、選択された集合写真Ｆに写
っている複数の人物Ｈ、…の個人情報を画像表示部３２に表示することができるので、同
じ場所と時間に複数の人物Ｈ、…の情報管理をより容易に行うことができる。
【００９６】
　なお、上記実施形態４にあっては、個人情報表示処理にて、個人情報として名刺画像デ
ータｄ２及び顔画像データｄ１を表示するようにしたが、これに限られるものではなく、
実施形態２及び３における名刺データ生成処理や文字データ生成処理にて生成された顔画
像付き名刺画像データやテキストデータ等を表示するようにしても良い。
【００９７】
　また、本発明は、上記実施形態１～４に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。
　例えば、顔画像データ利用処理として、人物登録処理を例示したが、これに限られるも
のではなく、同一のグループとして記録されている複数の顔画像データを利用する処理で
あれば如何なるものであっても良い。
【００９８】
　さらに、撮像装置１００、２００、３００、４００の構成は、上記実施形態に例示した
ものは一例であり、これに限られるものではない。また、被写体として４人の人物の集合
写真Ｆを例示したが、人数は４人より多くても少なくても良い。
【００９９】
　加えて、上記実施形態１～４にあっては、顔検出手段、顔画像データ生成手段、実行指
示判定手段、処理実行手段、人物登録手段、撮像案内手段、名刺画像データ個別生成手段
、顔画像付き名刺生成手段、文字データ生成手段、データ圧縮手段としての機能を、ＣＰ
Ｕ７１によって所定のプログラム等が実行されることにより実現される構成としたが、こ
れに限られるものではなく、例えば、各種機能を実現するためのロジック回路等から構成
しても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明を適用した実施形態１の撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】図１の撮像装置の画像表示部に表示された集合写真の一例を模式的に示す図であ
る。
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【図３】図１の撮像装置による顔画像データ生成処理により生成された顔画像データに係
る画像の一例を模式的に示す図である。
【図４】図１の撮像装置による撮像案内処理にて画像表示部に表示された顔画像を模式的
に示す図である。
【図５】図１の撮像装置の撮像部により撮像された名刺画像データに係る画像の一例を模
式的に示す図である。
【図６】図１の撮像装置による名刺画像データ個別生成処理により生成された名刺画像デ
ータを模式的に示す図である。
【図７】図１の撮像装置による人物登録処理に係る動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図８】図７の人物登録処理の続きを示すフローチャートである。
【図９】本発明を適用した実施形態２の撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１０】図９の撮像装置により生成された顔画像付き名刺画像データの一例を模式的に
示す図である。
【図１１】図９の撮像装置による名刺データ生成処理に係る動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図１２】本発明を適用した実施形態３の撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１３】図１２の撮像装置による名刺データ生成処理に係る動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１４】本発明を適用した実施形態４の撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１５】図１４の撮像装置による情報表示処理に係る動作の一例を示すフローチャート
である。
【符号の説明】
【０１０１】
１００、２００、３００、４００　撮像装置
１　　　撮像部（人物撮像手段、名刺撮像手段）
３　　　表示部
３２　　画像表示部（撮像案内手段）
４　　　操作部
５　　　記録媒体（顔画像データ記録手段）
７１　　ＣＰＵ（顔検出手段、顔画像データ生成手段、実行指示判定手段、処理実行手段
、人物登録手段、撮像案内手段、名刺画像データ個別生成手段、顔画像付き名刺画像デー
タ生成手段、文字データ生成手段、データ圧縮手段）
ｄ１　　顔画像データ
ｄ２　　名刺画像データ
Ｃ　　　名刺
Ｄ　　　顔画像付き名刺
Ｈ　　　人物
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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